
 

 

「東京都新しい公共支援事業」運営員会（第２回）議事録 

 

平 成 ２ ３ 年 ７ 月 １ ４ 日 

東京都庁第１庁舎特別 B 会議室 

 

和田会長 

 皆様、こんばんわ。 

 早速、お手元の次第に従いまして、本日の議事に入りたいと思いますが、その前に、事

務局より定足数についてご報告をお願いいたします。 

 

事務局 

 本日は、武市委員が所要により欠席となっていますが、１０名の委員が御参加されてい

ますので、定足数に達しています。 

 

和田会長 

 それでは、報告事項について、事務局より一括して説明して下さい。 

 

事務局 

 はい、御報告いたします。 

 （報告資料の説明） 

 

和田会長 

 何か、今の報告内容について御質問等はありますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。無いようでしたら、議事に入りたいと思います。 

 本日、提案されている３件の審議事項について、それぞれ密接に関係いたしますので、

まとめて事務局より報告していただきたいと思います。 

 

事務局 

 はい。それでは、御説明いたします。 

（委員会資料１から３までを一括して読み上げて説明を行う。） 

 

和田会長 

 ただ今、事務局より、まとめて説明がありましたが、審議については、二つに分けて議

論を行いたいと思います。まず、基本方針と事業計画について議論を行いまして、その後

にモデル事業の選定の考え方と採点基準について議論したいと思います。 

よろしいでしょうか？ 

 それでは、まず、基本方針と基本計画について御意見または御質問はございますか。 

 

報告資料２ 



髙宮委員                                                    

 それでは、基本的な内容の確認として、基本方針に記載されている事項についてお尋ね

いたします。これまでの取組の成果としてＮＰＯとの協働についての記載がありますが、

その具体的な取組の内容について、もう少し詳しく説明してください。単に、件数が増え

ているから着実にＮＰＯとの連携が図られているかというと少し違う気がします。具体的

な内容についても紹介をいただきたいと思います。続いて、人材育成についても、これま

でも取り組んでいるとの説明ですが、具体的にどのような取組なのかを説明して下さい。 

 

事務局 

 ＮＰＯとの協働につきましては、毎年、着実に実績が増えています。その内訳について

は、毎年度、当課において分野毎にカテゴリを設定して調査を行っており、これら全ての

分野で着実に件数が増加しています。人材育成の具体的な取組内容については、新たにＮ

ＰＯ法人の設立を希望する方や、現在、ＮＰＯにおいて従事している方を対象として、法

人運営の知識等を習得していただくための連続の講座等を実施しています。具体的には、

経理に関することや法務に関することなどを行っております。しかしながら、これらの研

修が系統的な構成になっているかというと、十分ではないと認識していまして、改善すべ

き課題であると考えています。そのため、今回、基盤整備事業において、この点について

改善したく人材育成についての事項を提案させていただいています。 

 

髙宮委員 

 今の説明で概要は分かりましたが、もう少し、具体的にどのような内容で行政との協働

が行われているのか、その実績を御照会いただけないでしょうか？ 

 人材育成についても具体的な実績値を把握していれば、報告して下さい。 

 

事務局 

 具体的な協働事業につきましては、机上に配布しています基礎資料にその取組内容を紹

介しておりますので、御参照下さい。また、人材育成の実績等につきましては、次回の委

員会に調査した結果を報告いたします。 

 

和田会長 

 他に御意見はありませんか？ 

 

白井委員 

 私は、先ほど、自己紹介させていただいた訳ですが、その際に、町内会や自治会もしく

は商店街とのお付き合いが多くありますので、それらの認識の下、述べさせていただきま

す。地域の課題、例えば、防犯、防災、児童・生徒の見守り活動などは、町内会等に代表

される非営利組織が中心となっており、地域の課題を解決すべき主体となり得ると思って

おります。したがいまして、基本方針に記述されている内容を拝見いたしますと、ＮＰＯ

の現状に関する記述が多く占められております。しかし、課題ではＮＰＯを含めた町内会

等との課題が記述されておりますので、もう少し、町内会等を含めた幅広い地域の課題の



現状認識にしても良いのではないでしょうか。 

 

和田会長 

 この辺りは、他の委員にも御意見を伺ってみたいと思います。 

 

白井委員 

 もう少し、補足させていただきたいと思います。江戸川区では、小学生等がイエローパ

トロール隊というものを組織して地域の防犯意識の向上に寄与しています。この取組は、

警視総監庁賞もいただいている取組でありまして、このようなＮＰＯ以外の活動について

も地域課題の解決となり得ているという現状を認識した上で、議論する必要があると私は

考えております。 

 つまり、モデル事業等においては、マルチステークスホルダーとして幅広い団体の参加

を呼びかけており、町内会や自治会等も対象としています。しかし、基盤整備事業ではＮ

ＰＯが中心である内容になっておりますので、この辺りを、もう少し整理する必要がある

のではないでしょうか。今回の事業の目的は、ＮＰＯ等の支援が中心であり、町内会や自

治会の役割がはっきりとしないような気がします。 

 ただし、東京都新しい公共支援事業の主体的な取組の中心がＮＰＯであるとするならば、

その必要は無いかもしれません。 

 

飯塚委員 

 私の方から御説明させていただきます。 

 内閣府が作成しましたガイドラインにも示されているとおり、この事業は、町内会等を

含めたＮＰＯ等が主体として位置づけられています。ＮＰＯ等の定義につきましても、い

わゆる非営利活動法人等としており、場合によっては民間企業の参画も認め、多くの団体

の参加を呼びかけております。しかしながら、ガイドラインが示します一つ一つの事業の

取組内容をみると、明らかにＮＰＯを主体的な対象とした内容となっています。つまり、

内閣府のガイドラインを見る限りにおいては、この助成事業の主たる目的の一つにＮＰＯ

法人の育成があるものと理解しているところです。 

 一方において、モデル事業についての取組にマルチステークスホルダーを義務づけてい

る主旨として、行政側にも、この施策のパートナーとなり、これまでの施策の進め方を見

直すことが期待されているものと理解しています。これまでの地域の課題において、自治

会や町内会といった組織・団体との協働により取り組まれてきた事業は数多くあります。

我々の組織でも「地域の底力」の助成等を行っております。今回の事業は、さらに、ＮＰ

Ｏ等の非営利組織を加えることにより、地域の課題解決に向けた手段が、より多く選択す

ることができるようにするものであり、これまで協力いただいた町内会や商店街等も含め

て御参加いただく事業であると認識しています。 

 

白井委員 

 そうしますと、国の考え方の基本に、「新しい公共」とは、ＮＰＯを中心とした取組み

で行うという意向があり、今回の助成事業は、そのための支援であるという認識で良いの



でしょうか。 

 

飯塚委員 

 確かに、国のガイドラインや審議会等における基本的な考え方としては、そのような認

識で良いのではないかと思います。ただし、ＮＰＯが中心的な位置を占めることは事実で

すが、多様な組織により取組むべき事業であることも重要であると認識しています。 

 

和田会長 

 今の点については、山崎先生はどのようにお考えですか？ 

 

山崎委員 

 地域の課題については、今、お話がございましたように、ＮＰＯ等が中心となっている

事業と町会・自治会等が中心となっている事業があります。この２つは、それぞれが互い

に成果を上げているものと思います。例えば、町会・自治会の活動では、東京の東部の区

ほど、活発でありますが、墨田区などでは、ＮＰＯも地域のお祭り等に参加をして、町会・

自治会と一緒になって活動しています。でも、港区などでは、町会・自治会自体をマンシ

ョンの開発事業者が組織するなどしなければ、中々、活動のない地域もあります。つまり、

東京都いう地域においても、それぞれの地域の諸課題を解決する主体には、様々な形態が

あるのではないかと考えます。むしろ、個々に活動している個別の団体のみの活動には限

界がありますので行政のパートナーとなって、これらの団体が繋がり合う仕組みづくりが

大事になってきているのではないかと考えています。 
 また、個々の団体のあり方についても、色々な課題が出てきていると思います。例えば、

自治会には加入するけど、自治会の連合会には加入しない例やマンションの管理組合には、

参加するが自治会には加入しないなど、組織のあり方も多様な住民のニーズの変化に対応

することが求められているのではないかと思います。 

 今、考えなければならないのは、このような多様な住民のニーズに、行政、ＮＰＯ、地

縁組織等がどのように協働していくべきかを考えることが大事であると思います。「新し

い公共」の基盤整備事業はＮＰＯを対象とする支援ですが、モデル事業と同様に、それぞ

れ地域の特性を生かし、みんなで知恵を出し合ってゆくべきなのではないでしょうか。 

 

和田会長 

 白井委員からの発言は、これからモデル事業を考えていく上で非常に大事な点の御発言

であると思います。このモデル事業のベースにある考え方としては、行政のパートナーと

なりうるに足りるＮＰＯ等を育成すべきとの考えがあるのかと思いますが、ＮＰＯだけに、

そのことを期待しているのかというと、必ずしもそうではなく、ガイドラインにも書かれ

ているように、マルチステークスホルダーで構成するように、多様な担い手が参加するこ

とを義務付けています。それぞれの特性等を生かした取組が期待されているものと思って

います。他に御意見はありませんか。 

 

治田委員 



 現在、どこの自治体でも起きていることではないかと思っていることですが、地域の諸

課題の解決にはＮＰＯだけではなく、様々な主体が出てきていると思います。ただ、この

事務局の表現では、ＮＰＯしか参加できないのではないかと思われる可能性がありますの

で、都が告知をする時には、この点を配慮して欲しいと思います。 

 

和田会長 

 今の御意見を具体的にするとした場合には、どのようにすれば良いのでしょうか。 

 

治田委員 

 「ＮＰＯ」という限定的な表現ではなく、「ＮＰＯ等」というようにして、広義の意味

で用いることが大事だと思います。例えば、最近では営利を目的としていない株式会社と

いう組織も活動していたりしますので、このような組織も対象とすることができるという

ようにしていただければ、関心の高い組織等は参加を検討することができると思います。 

 

和田会長 

 具体的に今の御意見の御指摘は、基本方針に書かれている「豊かな公」として、東京都

がこれまで取り組んできたことは、ＮＰＯという狭い範囲での取組ではないので、その延

長線上にある事業であるならば、その点を、もっとアピールしても良いのではないかとい

うことでしょうか。 

 

治田委員 

 そうですね。基本方針には、事業報告の提出を行っていないＮＰＯ等の記述があります

が、一般の人が、「都におけるＮＰＯ等は、このような団体が多いのか」と思うのではな

いかと危惧します。 

 

和田会長 

 事務局から説明がありますか。 

 

事務局 

 今、御指摘のありましたように公募する際には、ＮＰＯだけを対象としていない旨が、

はっきりと分かるようにして参ります。確かに、基本方針の各章において、「ＮＰＯ等」

という表現や「ＮＰＯ」という表現になっている箇所がありますが、それぞれの使い分け

を明確に整理したいと思います。 

 

和田会長 

 この事業計画では、基盤整備事業では主にＮＰＯを対象とした支援を行い、モデル事業

では、ＮＰＯ等として幅広い対象としているという理解ではないかと思います。 

 

恒益委員 

 ＮＰＯに対する認識は、今、皆様の御意見のとおりであると思います。私なりの考えを



申しますと、ＮＰＯと行政との関わりは、町会・自治会との関わりに比べると、まだ歴史

は浅い関係です。町会・自治会は、これまでも様々な課題で行政との協働に取り組んでき

ました。しかし、ＮＰＯは、それぞれの専門分野があって、これらの課題に協働で取り組

むことは、行政側としても一歩、引いていたところがあります。それは、行政もＮＰＯを

十分に理解していない状況があり、ＮＰＯ側も行政とのパートナーになりうる実力を十分

に持っていないためだと思います。 

 今回の基盤整備事業は、そういう意味では、主にＮＰＯをサービスの対象としているこ

とから、ＮＰＯ全体の底上げを期待しているのではないかと思います。モデル事業では、

ＮＰＯ以外も参加できるわけですが、ＮＰＯ以外の主体は、民間企業だったり、公益法人

だったり、学校法人も含まれるようですが、既に十分な実績を持っている組織・団体なの

ではないでしょうか。つまり、ＮＰＯの全体的な底上げを、基盤整備事業で行い、行政を

含めた様々主体との協働をモデル事業で試みようとしているのが、今回の事業計画ではな

いかと思います。 

 

和田会長 

 ありがとうございました。前回も話がありましたが、ＮＰＯも色々な特色を持って創造

的な活動している団体も数多くあり、行政もこれらのＮＰＯとの協働を模索している状況

ではないかと思います。モデル事業を通じて、そういうところの距離を縮めていこうとし

ているのではないでしょうか。他に御意見はありませんか。 

 

白井委員 

 もう一点申し上げます。皆様の御意見を聴いて、十分に理解できましたが、一つ気にな

る点を申し上げますと、ＮＰＯ同士の連携や人的な交流は、今回の支援事業で可能である

と思いますが、ＮＰＯと他の主体、特に町会・自治会等との交流も大事なのではないかと

思っています。最近では、町会・自治会も課題解決型の組織に変わっています。その点に

も配慮した表現を基本方針に盛り込んでもらいたいと思います。 

 

和田会長 

 今の御意見は、具体的には基本方針の５ページの中で、ＮＰＯ同士の連携や町会・自治

会等を含めた人的交流などについての記述を加えてはという意見でしたが、御意見はあり

ますか。 

 

飯塚委員 

 モデル事業では、ＮＰＯとの連携というものはガイドラインにも示されているとところ

であり、異論はないと思いますが、基盤整備事業において、ＮＰＯ以外との連携を含める

と対象が広くなり、事業の効果が低くなるのではないかと考えますので、その点は、明確

に区分する必要があると思います。 

 

和田会長 

 飯塚委員の御説明に、意見はありませんか。無いようでしたら、この点は、原案のとお



りで御理解いただいきたいと思います。他に、御意見はありませんか。 

 

高宮委員 

 方向性の確認をしたいと思います。行政とＮＰＯとの関係では、二つの方向性があると

思います。一つは、行政の施策の目的をＮＰＯとの協働により達成しようとする方向性で

す。先程からの議論では、主にこのような考え方に基づき議論されていたのではないかと

思います。しかし、もう一つの方向性があって、それは、それぞれの地域で様々な活動を

行っていたＮＰＯの活動をさらに発展させることにより、結果として地域の課題を解決し

ようとする方向性ではないか思います。モデル事業では、むしろ、後者の方に力点が置く

ように国のガイドラインは示しているのではないでしょうか。私は、ＮＰＯがそれぞれの

ミッションをより高めることにより、行政との協働と地域の課題解決があるものと思いま

す。 

 

和田会長 

 今の御発言について、御意見はありませんか。 

 

治田委員 

 私は、両方が他仕様となるべきだと思います。行政が主体となって行う協働の事業は多

数ありますし、ＮＰＯの自立を求められても、まだまだ、寄付も集まらず、財政的な基盤

が確立されていない状況です。したがって、ＮＰＯの自立・自活を促しながら、行政が支

援を行うものと思います。 

 

和田会長 

 さらに、御意見はありませんか。 

 

飯塚委員 

 基本的には、分かれている議論ではないと思います。一般的には、今回のこの支援事業

の特徴として、イニシャル費用が中心と思われがちではないかと思いますが、実は基盤整

備事業等を通じて、ＮＰＯの自立・自活を支援していく内容になっています。今までの助

成金では、ランニングコストが財政に負担となることがありましたが、このモデル事業で

は、期限を設けることにより、継続し着実に地域の取組に寄与するようなモデルを選定す

ることが重要なのではないかと思います。 

 

治田委員 

 これまでも国の助成事業は、多々ありましたが、一時的な支援を行って、後は独自の努

力で継続することが求められることもありました。一時的な支援で終わると、ＮＰＯが事

業を継続することは、中々、困難です。そのため、この支援事業が終了しても、行政から

何らかの支援を行っていただき、事業を継続させることが、ＮＰＯにとってだけではなく

行政にも有益であると思いますので、そのようになることを希望いたします。ただし、全

ての事業を、単に継続するのではなく、事業結果の検証が重要ではないかと思います。コ



ストの面、効果の面、様々な視点で検証を行うことにより、継続すべき事業なのか、そう

でないのかも、助成が終了した時点で確認し、継続的な支援を実施すべきかを判断する必

要があると思います。 

 

飯塚委員 

 治田委員の述べられたことは、この支援事業でも大変重要となっていることでして、助

成終了後には、その成果を検証することになっています。前回も説明させて頂きましたが、

事業企画において設定した成果目標が、どの程度、達成されたのかを検証することが義務

付けられています。 

 

恒益委員 

 私も、継続性は大変大事だと思います。例えば、人材育成でいえば、単に人材育成の事

業を行っただけではダメで、育成した人材をネットワーク化し、更に、活用して、初めて

事業の成果が実を結ぶものと思っています。 

 

山崎委員 

 私も、この事業で留意すべきことは、２年間という時限の事業であるという点だと思い

ます。つまり、２年間で何を優先的に実施すべきなのか見極めることが大事です。特に、

最近のＮＰＯとしては、財務力の強化が重要なテーマの一つであります。具体的な所見は

若林委員に譲りますが、それ以外にも、組織の体力であったり、先ほどの人材の育成であ

ったり、企画力の向上であったり、また、今度の法改正に即した対応なども大事なことで

あると思います。全体的なＮＰＯの底上げにつながる事業とすることが大切です。 

 

和田会長 

 ありがとうございます。そういう点では、みなさんの御指摘のとおり、今回の支援事業

は、基盤整備事業とモデル事業が両輪の如く、上手に推進されていく必要があると考えま

す。更に、前回も御意見がありましたが、継続性が大変重要であるとの認識は、各委員と

して共通して強調されていることと思います。この点について、もう少し御意見がありま

したお願いします。 

 

若林委員 

 先ほどの山崎委員の御発言に関連しまして、申し上げたいと思います。阪神淡路大震災

の時にＮＰＯや非営利の団体が活躍し、その活躍がＮＰＯについての法整備につながり、

平成１０年に施行されました。そして、現在、この法律が一つの節目を迎えていると思い

ます。社会のあり方が２１世紀型に変化していく中で、それに対応した制度へと変更しな

ければならず、制度の見直しと同時に税制の見直しも行われています。それは、この基本

方針に書かれている、事業報告の督促を行っている２割のＮＰＯも対象となります。これ

らのＮＰＯを含め、ほとんどの、ＮＰＯが「認定」という税制の優遇等を受けられる組織・

団体に移行することは、比較的容易にできるようになります。それだけに、ＮＰＯにも、

この基盤整備事業等を通して、是非、寄付の意義や税優遇の意味について、十分に理解し



ていただきたいと思います。特に寄付文化の醸成には、寄付をする側の意識も大切ですが、

寄付をされる側も、納税との観点を十分に理解しなければならないと思います。 

 

和田会長 

 他に御意見はありませんか。 

 

恒益委員 

 具体的な内容について、御質問させていただきたいと思います。モデル事業については、

この委員会において審議するものと理解しましたが、基盤整備事業については、民間のコ

ンサル等への委託事業ということになるのでしょうか。 

 

和田会長 

 事務局より回答をお願いします。 

 

事務局 

 委員会資料２を御覧いただきながら、説明させて頂きます。基盤整備事業は、３つの内

容に分かれていますが、一つ目は、研修・相談・専門家の派遣事業を一つのパッケージと

して実施するもので、民間の事業者より、その具体的な実施方法についてはプロポーザル

を受けたいと思っています。国のガイドラインにおいても、なるべく企画提案方式の採用

を促しているところであります。なお、その際の審査については、当委員会にて御審議頂

く予定です。２番目の法改正等に伴う事業については、都において関連する経費ついては、

直接、執行して事業を実施する予定です。内容としては、円滑な法改正の対応に必要とな

る経費が中心となる予定です。３点目の人材育成事業については、現行、このような取組

を行っている中間支援組織に対して委託を行う予定です。 

 

恒益委員 

 更なる意見を述べさせて頂きます。研修や相談事業では、ステップ毎に対象の絞り込み

を行う内容となっていますが、その点については、具体的な基準で、しっかりと、判断さ

れることを望みます。更に、人材育成においては、一つの分野に留まらず、町内会や自治

会などとの連携も可能な人材の育成という視点も持っていただき、専門的な面に加え、他

の組織との連携という面のスキルについても検討をお願いしたいと思います。一つの地域

課題に対応するだけでなく、俯瞰的な視点で課題に取り組むことができる人材の育成も必

要だと思います。 

 

和田会長 

 大変重要な、御意見であったと思います。他に如何でしょうか。 

 

高宮委員 

 ＮＰＯ等で大事なのは、組織を活性化したり、コーディネートをしたりする人材が必要

とされているのではないかと思っています。そのような中、限られた予算で、どれだけ具



体的に、育成するのか分かりませんが、是非、座学だけではなく、具体的に実力が身につ

く研修内容を選択して欲しいと思います。そのように、実施していただけるものと思いま

すが、念のため申し上げておきます。 

 

和田会長 

 私も、そのように思います。 

 そうしましたら、先程、一部に御意見がありましたが、その点の取り扱いは、事務局か

ら説明して下さい。 

 

事務局 

 先ほどの、文言等の整理についきましては、事務局側で整理致しまして和田会長と協議

させていただきたいと思います。 

 

和田会長 

 それでは、今の事務局の提案を含めて、基本方針案と事業計画については承認したいと

思いますが、如何でしょうか。 

 

各委員 

 異議なし。 

 

和田会長 

 ありがとうございます。それでは、次の採点に関する審議事項に入りたいと思います。 

 これについて、御意見等がありましたらお願いします。選定の考え方について、まず意

見がありますでしょうか？ 

 

治田委員 

 直接、選定の考え方についての確認ではないのですが、これは、書類審査のみでしょう

か？ 

 

事務局 

 基本的には、書類審査と考えていますが、そのことも含めて、この場において御審議い

ただければと考えています。 

 

治田委員 

 私の考えとしては、書類審査だけでは、本質的な見極めは難しいのではないかと思いま

す。もう一つ、確認したいのですが、この選定基準は、基盤整備事業にも適用するもので

しょうか？ 

 

事務局 

 この選定の考え方は、モデル事業の選定の場合に適用されるものと考えています。 



 

治田委員 

 ということは、基盤整備事業は、都で事業決定するのでしょうか？ 

 

事務局 

 基盤整備事業の選定の考え方等については、改めて、お示しする予定です。 

 

治田委員 

 分かりました。話を元に戻しますが、私は、モデル事業についても、プレゼン等のやり

方も検討してみてはと思いますが如何でしょうか？ 

 

和田会長 

 全ての事業に、プレゼンが必要だという意味でしょうか？ 

 

治田委員 

 二段階選抜等の手法もあると思います。私は、やはり、直接、ご担当者から話を聞くこ

とが大事なのではないかと思いますので、そのような機会を設けることが必要ではないか

思います。 

 

白井委員 

 私は、行政側として申し上げますと、この取組には、ＮＰＯだけではなく、行政もＮＰ

Ｏやその他の非営利組織の相手方となって申請する仕組みになっていることに着目してい

ます。つまり、今回の事業は、単にＮＰＯ等だけでは申請ができないわけでして、ＮＰＯ

や非営利団体から企画提案を受けた行政は、十分に検討し組織の中で、意思決定されるも

のと考えます。その意思決定については、どのように確認をされるのでしょうか。 

引き続いて、質問ですが、ＮＰＯ等が協働を希望して行政側に提案を行う時のルールとい

うのは、あるのでしょうか。 

 

飯塚委員 

 基本的には、モデル事業は、行政との協働が既に確立されていることが前提の条件とな

っています。 

 

和田会長 

 もう一つの観点としては、この助成金については、会計の処理の方法についても、十分

に理解されている必要があると思います。 

 

治田委員 

 ＮＰＯ等の立場で意見を申し上げると、行政との協働を前提条件とされることは、使い

づらい助成事業であると思いますが、そのこと自体が目的である。つまり、行政との協働

自体が今回の助成の目的であるもと思いますので、仕方のないことだと思います。気にな



ることが一つあります。行政の担当者としては、その企画について十分に理解しているが、

審査を行う上で、この企画が当該自治体において、どのくらいの位置を占めるものなのか

例えば、中長期計画に関連する事業なのか等が分かるように申請書類に工夫をしていただ

きたいと思います。 

 

恒益委員 

 今の御意見と似た趣旨になりますが、国の助成金については、突如として行われること

が多く、区市町村に通知された時点では、十分な検討期間がないということが多々ありま

す。 

 おそらく、今回も同様の感じがいたします。そのため、全く新規の事業を初めから組み

立てるとなると時間は無いため、それほど提案されないのではないでしょうか。したがっ

て、既存の事業でも、予算措置が不十分で断念していた事業や、前々から実施を提案して

いたが時期尚早という理由で断念していた事業についても、新しくはないかもしれません

が、その地域にとって新しい事業であるならば、是非、事業の対象としていただくようお

願いいたいと思います。治田委員の御発言のとおり、行政にとっても中長期計画等に関連

する事業であるとの説明資料が添付されていたとしたら、継続性がある程度、担保されて

いるものと考えますので、できる限り取り上げていただいきたいと思います。 

 

和田会長 

 今年は、福祉の分野でも各自治体は、中期計画を見直すことになっていると思います。

今の御発言のとおり、行政計画に位置づけられているということは、今後もその事業につ

いて、継続することの意思の表れであるので、大変、分かりやすいと思います。 

 

山崎委員 

 モデル事業の提案には、いくつかのパターンがあると思います。行政がずっと認識して

いた課題をＮＰＯ等と協働により取組もうとするパターンと会長が御説明されたとおり、

新たな課題として自治体等の計画に位置づけられ、その協働の相手にＮＰＯ等を選択する

場合とがあると思います。確かに福祉における課題は複雑になってきており、行政側だけ

で解決することはできないことは周知の事実です。それだからこそ、行政側もＮＰＯ等か

らの企画の提案を受け身で待つのではなく、積極的にパートナーを見つけ出し、モデル事

業として提案することも必要なのではないかと思います。しかし、自治体の内部において

は、調整作業に多くの時間が必要となることも分かります。関係機関との調整に必要な時

間というのは、一般的にどのくらい必要となるものなのでしょうか。また、既に、モデル

事業についての問い合わせ等はあるのでしょうか。 

 

事務局 

 各自治体への説明については、今年度のはじめに実施し、適宜、情報提供を行って参り

ました。先ほどの出前説明会の実施においても、数多く御参加いただき、質問も多く寄せ

られていますので、多くの団体が関心を示しているものと思います。また、今後も適切に

情報提供をして参ります。 



 

和田会長 

 次に、採点の基準についても御意見をお願いします。 

 

土渕委員 

 私は、このモデル事業にいくつエントリーしてくるのか、全く、予想ができません。し

かしながら、プレゼンテーションを行うことは、現実的に時間の制約があるのではないか

と思います。また、プレゼンテーションによる選定は、そのアピールの仕方や出来によっ

て大きく左右されるのではないかと思いますので、事業の本質や実態を見極めることは大

変難しいのではないでしょうか。ただし、このような重要な審査を実施しなければならな

いことを考えた場合に、基本は書類審査とし、必要に応じてプレゼンテーションを実施す

ることとしても良いのではないかと思います。 

 

和田会長 

 この件は、先程、ご提案された件ですが、今までの話を聞いた中では、自治体が深く関

与して申請がなされることを前提にした場合、非現実的な事例はあまりでないと予測され

ること、また、申請書類もしっかりしているのではないかと思われます。審査の過程にお

いて何か不明な点は、事務局を通じての質問を行うこととしても良いのではないでしょう

か。 

 今回の事業で大変興味深いのは、評価についてもこの委員会で実施することになってい

ますので、その際には、選定されたモデル事業について内容を確認しなくてはならず、具

体的に来ていただいて、事業の説明を行っていただく場合も出てくると思います。そして、

説明の内容によっては、委員会として、もっと効果の高い方法や効率的な方法がある場合

には、助言ができるのではないでしょうか。 

 

山崎委員 

 私も、和田会長の御意見に賛成いたします。必要に応じて委員会としても質問したり意

見が出せることとしても良いのではないでしょうか。 

 

和田会長 

 それでは、現実に即した方法を私と事務局とで協議を行いたいと思いますが如何でしょ

うか。 

 

飯塚委員 

 私も、和田会長の御提案に賛成いたします。 

 

和田会長 

 プレゼンテーションの実施の件以外で、何か、御意見はありますか。 

 

治田委員 



 今回の事業は、大変、申請の金額が高いものとなっています。このような場合には、不

必要な内容まで水増しして申請が行われる場合もありますので、この点のチェックをどの

ように考えているのかご説明いただきたいと思います。また、先ほどの山崎委員から御提

案があった件ですが、モデル事業に対して何か意見がある場合に、その自治体が窓口とな

るものと思いますが、委員会としての意見が十分に伝わることが重要だと思います。 

 

和田会長 

 今の一点目の意見については、事務局の考えを説明して下さい。 

 

事務局 

 申請額についての精査については、都の積算を準用したりして、過大な要求とならない

ようにチェックするつもりでおります。 

 

高宮委員 

 プレゼンテーションについて確認したいと思いますが、私も何人かの委員が御発言され

ていたように、今回のモデル事業は、委員会としても良いモデル事業や継続して欲しい事

業などには、積極的に意見を述べるべきではないかと思います。 

 

和田会長 

 配点や着眼点等についても御意見がありましたらお願いいたします。 

 

治田委員 

 この項目自体は、妥当なものと考えます。委員会の審議で意見を聴いて、場合によって

は点数を変えることもあるかと思いますが、提案されている方法については、基本的には

賛成いたします。 

 

荒木委員 

 私は、今回の項目に先進的な内容を評価する項目があります。つまり、他のモデルとし

て優れている事業内容かを判断するものと理解します。今までの議論でも、継続性等の重

要性についても意見が多かったことから、このような項目については、傾斜配点も、一つ

の考え方ではないでしょうか。 

 

和田会長 

 今の御意見は、委員に付与される加点項目で、十分に配慮すべきではないかというもの

ですか。 

 

荒木委員 

 加点項目ではなく、評価項目を一律の点数とするのではなく、モデル事業の主旨を反映

して、差を設けることも検討しては如何でしょうかという意味です。 

 



和田会長 

 今の意見に御意見はありませんか。 

 

治田委員 

 確かに、新規性や先進性等は重要な要素ではありますが、採点においては難しいのでは

ないかと思います。特定の項目を厚く配点したとしても、事業の評価の点からいうとあま

り影響はないのではないかと思います。もし、評価したい項目があるならば、加点項目で

点数を付ければ良いのではないかと考えます。できるだけシンプルな方が良いのではない

かと思います。 

 

荒木委員 

 新規性や先進性が十分に評価されることが重要だと考えましたので、その点が配慮され

るのであれば、方法にこだわりはありません。 

 

治田委員 

 おっしゃるとおりだと思います。その点では、申請書類で十分にその点が分かるように

していただきたいと思います。その他の項目にも重要な事項はありますので、中々、難し

い要求であるとは思いますが、御検討を頂きたいと思います。 

 

和田会長 

 申請者にとって、ピーアールすることができるようにしていただきたいことと、審査す

る側も積極的に評価すべき事項は、評価していただきたいと思います。他に意見はありま

すか。 

 

恒益委員 

 これから応募要領が作成されるものと思いますが、申請者にも、どの様な視点で評価さ

れるかを事前に分かるようにしていただきたいと思います。 

 

和田会長 

 この採点基準等の扱いはどのようになりますか。 

 

事務局 

 事前に公表いたしますので、申請者が着眼点等の内容を確認した上で、申請書を作成で

きるようにいたします。 

 

和田会長 

 他に意見等はございませんか。 

 

和田会長 

 意見は出尽くしたと思われますので、先程、色々と意見が出ましたプレゼンテーション



については、私と事務局で調整を行いたいと思いますが、今回、事務局から提案のありま

した選定の考え方と配点・採点基準について承認したいと思います。如何でしょうか。 

 

各委員 

 異議なし 

 

和田会長 

 ありがとうございます。 

 これで、審議事項は終了とします。 

 最後に、事務局から何か説明はありますか。 

 

事務局 

 ありがとうございます。本日、御審議いただきました基本方針及び事業計画は内閣府の

方に提出することになります。以上です。 

 

和田会長 

 それでは、これで終了いたします。 

 


